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「第７回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 

 

2022 年３月９日付にてご送付いたしました「第７回定時株主総会招集ご通知」について、記載内容に一部訂

正がありましたので、お詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させ

ていただきます。 

 

記 

 

訂正部分には下線を付しております。 
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第２号議案の欄外注記 

（訂正前） 

５. 当社は、保険会社との間で会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結してお

り、当社役員を含む被保険者の損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保険契約によって補填すること

としております。各取締役候補者が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任され、就任した

場合は、当該保険契約の被保険者になります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での

更新を予定しております。当該契約の内容は。事業報告の「４．会社役員に関する事項 （３）役員等

賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。 

 

（訂正後） 

５. 当社は、保険会社との間で会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結してお

り、当社役員を含む被保険者の損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保険契約によって補填すること

としております。各取締役候補者が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任され、就任した

場合は、当該保険契約の被保険者になります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での

更新を予定しております。当該契約の内容は、事業報告の「４．会社役員に関する事項 （３）役員等

賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。 
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第３号議案の欄外注記 

（訂正前） 

３. 当社は、保険会社との間で会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結してお

り、当社役員を含む被保険者の損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保険契約によって補填すること

としております。各取締役候補者が監査等委員である取締役に選任され、就任した場合は、当該保険契

約の被保険者になります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しており

ます。当該契約の内容は。事業報告の「４．会社役員に関する事項 （３）役員等賠償責任保険契約の

内容の概要」に記載のとおりであります。 

 

（訂正後） 

３. 当社は、保険会社との間で会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結してお

り、当社役員を含む被保険者の損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保険契約によって補填すること

としております。各取締役候補者が監査等委員である取締役に選任され、就任した場合は、当該保険契

約の被保険者になります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しており

ます。当該契約の内容は、事業報告の「４．会社役員に関する事項 （３）役員等賠償責任保険契約の

内容の概要」に記載のとおりであります。 
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第４号議案の概要 

（訂正前） 

 当社は、第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたし

ます。 

 つきましては、現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）

の報酬額を、年額 300 百万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。本議案に係る決議の効力

は、第 1 号議案「定款一部変更の件」の効力が発生することを条件として生じるものといたします。 

 本議案は、従来の取締役の報酬額及び昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮の上、必要かつ合理的な内容で

あると判断しております。 

 また、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。 

 なお、現在の取締役は６名（うち社外取締役１名）ですが、第２号議案が原案どおり承認可決されますと

取締役（監査等委員である取締役を除く。）は８名（うち社外取締役２名）となります。 

 

（訂正後） 

当社は、第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたし

ます。 

 つきましては、現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）

の報酬額を、年額 300 百万円以内（うち社外取締役分は年額 20 百万円以内）と定めることとさせていただ

きたいと存じます。本議案に係る決議の効力は、第 1 号議案「定款一部変更の件」の効力が発生することを



 

条件として生じるものといたします。 

 本議案は、従来の取締役の報酬額及び昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮の上、必要かつ合理的な内容で

あると判断しております。 

 また、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。 

 なお、現在の取締役は６名（うち社外取締役１名）ですが、第２号議案が原案どおり承認可決されますと、

取締役（監査等委員である取締役を除く。）は８名（うち社外取締役２名）となります。 

 

 

以 上 


